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（６） 広島県工事中情報共有システム等 

運用業務 
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【情報共有システム等運用業務の概要】 

 

目  的 

インターネットを利用して，受発注者間で工事施工，業務履行中に関する様々な情報を共有し

相互利活用するとともに，受注者から納品された電子成果品を一元管理することで，受発注者の

業務の効率化，コスト縮減及び品質の向上を図る。 

 業 務 概 要 

市町発注工事及び業務に係る情報共有システム及び保管管理システムの管理運営を行う業務

である。 
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発注者

検索・閲覧

ダウンロード

保管管理システム

データ蓄積・管理
各種検索機能

 

 

  

工事・業務発注 

情報共有システムへの

登録 

情報共有システムの 

提供・運営 

工事・業務完了 

【工事・業務完了】 
発注者において，システム上で工事・業務の完了手続きを

行う。 

【システムへの登録】 
工事・業務案件，発注担当者，受注担当者をシステム登録

し，システムを利用可能な状態にする。 

【保管管理システムへの移管】 

電子成果品等を保管管理システムへ移管する。 

【システムの提供・運営】 
情報共有システムを提供し，必要に応じて登録内容の変更

や各種問合せへの対応を行う。 

業 務 範 囲 

受注者から利用申込 

保管管理システムへの

移管 

情報共有システム等運用業務の流れ 

システムの提供・運用 

【システムの提供・運営】 
保管管理システムを提供し，必要に応じて登録内容の変更

や各種問合せへの対応を行う。 

※情報共有システムのみの利用を選択することも可能 

 発注者 受注者

承認・回答

連絡送受信

関連資料の共有

書類の作成・提出

連絡送受信

関連資料の共有

情報共有システム

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

※情報共有システムから検査

終了後のデータを保管管理シ

ステムに連携登録が可能 

利用イメージ 
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（６）広島県工事中情報共有システム等運用業務手続きフロー 

 

 

 

 

  

・ユーザー情報等

・特記仕様書に記載

案件情報等の登録
・会社情報 ・利用シート
・案件情報　等

・ID等の配布，利用料金支払請求
・支払状況確認

利用開始連絡
工事(業務)の検査
工事(業務)の完了

保管管理S運用
利用サポート ※２

利用料支払請求書（様式情運-4）
・４月以降に請求

次年度利用料金の通知（様式情運-3） ・６月末までに支払

※次年度以降システムを利用しない場合のみ

利用停止通知（様式情運-８）

※１　情報共有S等とは，広島県工事中情報共有システム及び保管管理システムのことを言う。
※２　ユーザーID及びパスワードは広島県工事中情報共有システムと同一のものとする。

・利用終了は前年度２月中旬までに通知す
ることとする。

広島県土木協会 市町 受注者

情
報
共
有
S
・
保
管
管
理
S
【
共
通
】

利
用
検
討

　　　　　　利用検討協議
・情報共有システム等（※１）の概要説明
・システム利用料の説明

試行環境の提供

情報共有S等利用検討

情報共有S利用決定

保管管理S利用決定

利用終了通知

契
約

覚　書　の　締　結

依
頼

審査

利用料金の支払い

情報共有S利用開始

【
発
注
時
】

工事（業務）発注

情報共有S等利用依頼
（様式情運-１）

利用承諾
　（様式情運-２）

工事（業務）入札

【
入
札
後
】

利用申込書の提出

発注者IDは一括管理とする。
（年度当初，1年固定）

ID等の配布

・県内市町及びこれに準ずる団体等

情報共有Sで利用完了処理

保
管
管
理
S

利
用

保管管理S利用開始

請
求

利用料金の支払

終
了

利用終了通知（様式情運-７）

情
報
共
有
S

利
用

【
利
用
準
備
時
】

発注者情報の登録 発注者情報の通知

終
了

【
工
事

(

業
務

)

時
】

利用開始通知

（注意）有効期間が満了する日の１か月前までに，何ら
の意思表示のないときは，有効期間は更に１年間延長さ
れるものとする。
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